
協議事項３（書面協議） 

バスカード（決済サービス）の利用終了について 
 

１ 協議事項の概要 

対 象 路 線 

村が委託し運行する全ての乗合バス 

①路線バス（永井線、中野生越循環線、赤谷桜循環線） 

②区域運行（昭和村デマンド線） 

協 議 内 容 

１．バスカードによる決済サービスの利用終了について 

   利用終了日：令和６年１月３１日（水） 

２．バスカード及び敬老バスカードの販売終了について 

   販売終了日：令和５年３月３１日（金） 

３．払戻しの期間について 

   払戻し期間：利用終了日から概ね５年間 

経 緯 

及び 

協 議 理 由 

バスカード（磁気式プリペイドカード）は、県内乗合バス事業者

が運行している路線バスにおいて導入された共通の決済サービス

（尾瀬カードは関越交通株式会社が運行するバス路線（委託を含

む）のみ提供）で、村内路線バスにおいてもサービスを提供してい

ます。（※利用終了までの間は新たに導入するデマンド車両にも実

装し、利用可能とする予定。） 

 しかし、サービス開始から年月が経ち設備が老朽化している一方

で、既に機器の生産が終了しており部品の調達ができず修理が困難

な状況にあり、県南地域（渋川市以南の地域）では、既に令和４年

３月３１日を以ってバスカードの販売を終了しています。 

 県北地域（吾妻・利根沼田地域）ではバスカードを利用して高齢

者割引(敬老バスカード)を実施してきたため、代替となる新たなサ

ービスについて見通しが立つまでの間、バスカードの利用を延長し

てきましたが、交通系 IC カードを利用した新たな高齢者割引の実

施について見通しが立ち、関係市町村と事業者とで協議が整ったた

め、バスカードの販売及びサービスを終了するものです。 

 なお、バスカード利用終了日については、交通系 IC カードを利

用した高齢者割引の実施を令和５年４月以降に開始予定としてお

り、新たなサービスへの移行が円滑に行える十分な期間を確保して

います。 
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今後は、バス・電車の運賃支払いや、

お買い物にも使える便利なＩＣカードを

ご利用ください。

タッチするだけ！乗り降り簡単！

バスや電車のほか、電子マネーとして全国のお店で使えます。

※「Suica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。 ※「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。 ※「nolbé」は群馬県バス事業協同組合の登録商標です。

＼このマークのお店で使えます！／

便利ポイント

便利ポイント

• 乗り降りの際にカードリーダーにタッチするだけで自動的に運賃の支払いが完了します。

• パスケースやお財布に入れたままでもOKなので、降車がスムーズです。

• 残額が少なくなった場合には、入金（チャージ）することで、同じカードを繰り返し使用できます。

● ご利用いただける主なICカード

Suica（スイカ）PASMO（パスモ） nolbé（ノルべ）

• 交通系電子マネーのマーク＊がある駅の自動券売機やコンビニ、

セブン銀行ATM、バス車内・バス営業所などで、現金により

入金（チャージ）できます。

• 上限20,000円まで何度でも繰り返しご入金できます。

• １枚のカードで交通系電子マネーのマークがある全国のバスと電車を利用できます。

• 交通系電子マネーのマークがあるお店で電子マネーとしてご利用いただけます。

• コンビニなどの身近なお店で小銭を用意することなく、気軽にお買い物ができます。

自動販売機・

コインロッカー

バス
電車・
地下鉄

タクシー

ドラッグストア・

薬局
飲食店

書籍・雑貨
コンビニ・
スーパー

エキナカ・
駅ビル

＊「便利ポイント②」に掲載しているマークのことを指します。

※ バス車内でのチャージは、紙幣1枚ずつとなります。また、ICカード内の残高が

10,001円以上の場合は、入金（チャージ）できません。

※ 一部、対象外の箇所もあります。

ご利用のお客様へ

重要なお知らせ バスカードの販売が終了します

２０２３(令和５)年 ３月 ３１日販売終了日

利用終了日 ２０２４(令和６)年 １月 ３１日

• バスカード（尾瀬カード・尾瀬敬老カード）は、システム老朽化に伴いICカードに移行することから、
2023(令和5)年3月31日で販売を終了いたします。

• お持ちのバスカードは、利用終了日まで引き続きご利用いただけます。
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敬老バスカードの販売終了について

※利用終了までの間は、デマンドバスでも敬老バスカードを利用できます。
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